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※意見公募手続 

行政機関が規制等の制定改廃や計画の策定などを行う場合に、原案などを公表して事前に市民などから意見や情報提供を求める手
続のこと。パブリック・コメント手続とも言う。 

※協働 

本市にかかわりのある人が持つさまざまな“まちへの思い”を市民と行政が共有し、知恵と力を出し合い、相互に協力し合いなが

らまちづくりへの“行動”につなげ、住みよい魅力あるまちをつくっていく取組。 

※地域内分権  

行政が住民に予算や権限を委譲し、地域の課題を住民自らが考え判断し解決に向けて取り組むこと。 

※ワークショップ 

講師の話を参加者が一方的に聞くのではなく、参加者自身が討論に加わったりするなど、参加体験型、双方向性のグループ学習の

こと。  

施 

策 

住民自治の推進 №１ 

住みよいまちづくりに向け、市民自らが関わるしくみづくりを進めるこ

と。 
目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 本市では、意見公募手続、各種審議会等の委員公募、市民意見箱の設置、タウンミ

ーティングの開催、また第四次川越市総合計画策定時におけるさまざまな市民意見

聴取の実施等、市政への市民参加を進めています。 

 出張所と川鶴連絡所の機能を見直し、窓口業務に加え、公民館と連携した地域活動

支援の拠点施設としての市民センターが設置されています。また、平成 26（2014）

年度から、市民センター所管区域ごとに地域会議が発足しています。 

 平成 21（2009）年度に策定された「川越市協働指針」に基づき、さまざまな事

業が行われています。 

 住民自治の主体となる基礎自治体として、住民の意思と責任が反映された自立的、

自主的な自治体運営が求められています。 

 広報紙やホームページをはじめとした各種情報媒体により、市政情報を発信してい

ます。 

 

■課 題 

 市民が市政へより一層関わるためのしくみづくりが必要です。 

 住みよい地域づくりに向け、地域課題の解決に市民自らが関わるしくみが必要で

す。 

 地方分権時代に対応した自立したまちづくりの推進が必要です。 

 市政情報を効果的に発信する広報機能と市民意見を聴取する広聴機能の充実が必

要です。 
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１ 市民参加のしくみづくり（政策企画課） 

①意見公募手続や各種審議会等の委員公募などについて充実を図るとともに、ワーク

ショップなどの手法を取り入れ、市政への市民参加を推進します。 

②市民参加により得られた市民のニーズを施策に反映するしくみを検討します。 

 

２ 住民主体の地域づくりの推進（政策企画課、市民センター推進室） 

①地域の課題を住民自らが考え判断し解決に向けて取り組む「地域内分権」を推進し

ます。 

②市民センターなど地域に根差した施設を中心に、地域の実情に応じた支援を充実さ

せ、住みよい地域づくりを推進します。 

 

３ 多様な主体との協働・ネットワークの充実（市民活動支援課） 

①市民、民間団体、事業者との協働を推進します。 

②多様な主体間との連携を進めるよう、コーディネートに努めるとともに、ネットワ

ークの充実を図ります。 

 

４ 地方分権の推進（政策企画課） 

①国や県の分権制度を活用し、必要な権限の移譲と財源の確保に向けた取組を推進し

ます。 

 

５ 市政情報の発信（広報室、総務課） 

①市政に関する情報や、市民が必要とする情報を、分かりやすく効果的に発信します。 

②情報の公開を充実させ、公正で開かれた市政を推進します。 

 

６ 広聴制度の充実（広聴課） 

①さまざまな手続による広聴機能の充実に努めます。 

②オンブズマン制度を充実し、公正で信頼される市政を推進します。 

 

指標 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

35 45 26.5 
市政情報が分かりやすく提供されていると感
じている市民の割合（％） 

 

60 50 ― 
市民協働でまちづくりを進めていると感じて
いる市民の割合（％） 

 

単位施策 

15 15 12 提案型協働事業応募件数（件） 
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※扶助費 

社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な支援に要する経費。 

※義務的経費 

国または地方自治体の一般歳出のうち、支出することが制度的に義務づけられている経費のこと。人件費、扶助費および公債費の
３つからなる。 

※経常収支比率 

地方自治体の財政構造の弾力性を示す指標。75～80％未満は妥当、80％以上は弾力性を失いつつあるとされる。 

  

施 

策 

行政経営マネジメントの推進 №２ 

市民ニーズや社会状況の変化を踏まえ、将来にわたり持続可能な行政経

営を行うこと。 
目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 一般会計における本市の歳入の状況は、市税等の自主財源の割合が全体の 60％台

で推移しています。 

 一般会計における本市の歳出の状況は、扶助費の増大等により、義務的経費の割合

が大きくなっていることから、経常収支比率は 90％台で推移し続けており、財政

構造の硬直化は深刻な状況となっています。 

 本市では「ＰＦＩ活用に関する基本方針」に基づき、なぐわし公園ＰｉＫＯＡ等を

整備しています。 

 今後の事業運営に生かす取組として、本市が実施している事業のあり方について、

公開の場で市民や有識者が評価する、事務事業外部評価を実施しています。 

 

■課 題 

 将来にわたって持続可能で、効率的かつ効果的な市政運営を推進するために、計画

のマネジメントを行っていく必要があります。 

 厳しい財政状況の中、将来にわたって各種施策を展開していくためには、計画的な

財政運営が必要です。 

 財源の制約がある中、社会状況や市民ニーズの変化に適応した行政運営を行うた

め、組織の統廃合や事務の効率化等、限られた行政資源を効率的かつ効果的に活用

する取組が必要です。 

 質の高い市民サービスを提供するために、職員の能力や意識の向上が必要です。 

単位施策 

１ 成果を重視したマネジメントサイクルの推進（政策企画課、行政改革推進課） 

①計画、予算、評価の連携を図るＰＤＣＡマネジメントサイクルを推進し、市民ニー

ズや社会状況の変化を踏まえ、事業の立案、改善、廃止を図ります。 

②施策評価を実施し、施策の達成状況等の検証により、財源、人材等の経営資源の最

適化を図ります。 

③事務事業評価を実施し、事業の有効性や効率性等を検証します。 

④経営戦略的な視点に立って重点事業を選定し、確実な施策を推進します。 
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※ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈｅｃｋ－Ａｃｔｉｏｎ Ｃｙｃｌｅ） 

事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。 

※ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ） 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づき、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、 

民間の資金や経営能力、技術的能力を活用することにより、効率的かつ効果的に公共サービスを提供する手法。 

※ＰＰＰ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ） 

公と民がパートナーを組んで事業を行うこと。ＰＦＩ、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（ＤＢＯ）方式、さらに包括的 

民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 

  

２ 計画的な財政運営と財源の確保（財政課） 

①「川越市中期財政計画」に基づき、健全で持続可能な行財政運営に努めます。 

②公会計財務諸表の整備活用により、市民に分かりやすい財務情報の公開を行うとと

もに、財政運営の効率化と適正化を図ります。 

③補助金等の見直しを進め、社会状況の変化に応じた効果的な交付に努めます。 

④市税の適正かつ公正な課税を行うとともに、市税をはじめとした徴収対策を推進

し、収入率の向上に努めます。 

⑤本市をあげて、優良企業の誘致、商工業の支援、観光の活性化などにより、安定的

な税収入の確保に努めます。 

⑥使用料等の定期的な見直しにより、公平な負担と必要な財源の確保に努めます。 

⑦公有財産の利活用や広告収入の拡大などに取り組むことにより、新たな財源の確保

に努めます。 
 

３ 行政改革の推進（政策企画課、行政改革推進課） 

①公民が連携して公共サービスの提供を行うしくみであるＰＰＰ活用の基本的な方

針を定め、導入を推進します。 

②事務の外部委託化をはじめ、指定管理者制度の導入等により、民間の経営ノウハウ

を効果的に活用し、市民サービスの更なる向上とコストの削減に努めます。 

③中長期的な視点による定員管理を推進し、より効果的な人員配置に努めます。 
 

４ 人材の育成・活用（職員課） 

①「川越市人材育成基本方針」に基づき、職員研修の更なる充実を図るとともに、職

員の能力開発、人事管理に関する手法により、人材育成と組織活性化に努めます。 
 

５ 行政サービスの向上（政策企画課） 

①申請や届出など窓口機能の充実を図り、市民の利便性の向上に努めます。 

 

 
指標 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

70 80 ― 施策指標達成状況（％） 

98 以上 96 以上 

94.2(速報値) 

市税収入率（％） 

90 90 

95 

経常収支比率（％） 
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施 

策 

社会資本マネジメントの推進 №３ 
 

まちづくりのあり方と需要を踏まえ、効率的な社会資本の整備・更新・

統廃合・再配置・長寿命化を行うこと。 
目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 本市では、昭和 40 年代後半からの急激な人口増加に対応するため、学校や市民セ

ンター等の公共施設や道路、橋りょう、上下水道等のインフラ施設といった社会資

本をこの時期に大量に整備してきましたが、多くの社会資本が竣工後３0 年から

40 年経過しており、今後更新需要がより一層高まると考えられます。 

 平成 25（2013）年 3 月に、本市が所有、管理する公共施設の利用状況やコスト

情報などをまとめ、市民への情報提供を行うために、「川越市公共施設マネジメン

ト白書」を作成しています。 

 本庁舎は、平成 27（2015）年度に耐震化を完了していますが、空調設備等の老

朽化や業務量の増加等により狭あい化が進んでいます。 

 

■課 題 

 一斉に更新時期を迎える社会資本について、マネジメントの視点をもって、総合的

かつ計画的に整備・更新・統廃合・再配置・長寿命化を行う必要があります。 

さらに、社会資本マネジメントの取組に当たっては、人口減少や少子高齢化による

人口構造の変化などを前提としたまちづくりにも配慮する必要があります。 

 老朽化及び狭あい化している本庁舎は、庁舎の使用状況等を考慮し、空調設備等の

改修に向けた検討を行っていく必要があります。 

 社会資本の管理や現況把握だけではなく、資産価値を含めた情報を一元的に管理す

るための台帳を整備するとともに、社会資本マネジメントを全庁的に行うための組

織を構築する必要があります。 
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人口の推移と公共施設の累積延床面積（平成 28 年以後の人口は推計） 

単位施策 

１ 効率的な社会資本整備の推進（政策企画課、管財課） 

①本市が保有、管理する全ての社会資本に対し、総合的かつ長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担の軽減や平準化を目指すこ

とを目的とした「公共施設等総合管理計画」を推進します。 

②老朽化している本庁舎について、計画的に空調設備等の整備を進めるとともに、将

来の建替えに向けて基金の積み立てを行います。 

 

２ 公共施設の適正配置（政策企画課） 

①機能の複合化や集約化を進めて資産の有効活用を図り、現在の公共施設の総量の縮

減を目指すとともにその適正配置に努めます。 

②人口減少や人口構造の変化等の社会情勢を考慮し、できる限り公共施設の整備を伴

わないサービスの提供に切り替え、持続可能なまちづくりを推進します。 

 

３ 情報の一元化と利活用（政策企画課、財政課、管財課） 

①固定資産台帳や複式簿記などを踏まえた新しい公会計に基づくデータの活用を進

め、社会資本に係るコストを的確に把握し、効果的で効率的な社会資本マネジメン

トを推進します。 

出典：川越市 
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※Ｗｉ-Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｆｉｄｅｌｉｔｙ） 

無線でネットワークに接続する技術のこと。 

※ＩＣＴ(Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ) 

情報通信技術。 

※ビッグデータ 

インターネットの普及や、コンピューターの処理速度の向上などに伴い生成される、大容量のデジタルデータのこと。 

※ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ） 

ＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋなどに代表される、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型のウェブサイ

トのこと。 

  

施 

策 

情報化施策の推進 №４ 

ページ設定 12p、行 44×文字 40、余白 20mmALL                    

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、市民の利便性の向上や効率的な行財

政運営を行うこと。 
目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 Ｗｉ－Ｆｉ等のインターネット環境の整備、スマートフォンやタブレット端末等の

各種デバイスの普及などに伴い、インターネットを使ったさまざまなサービスが展

開されています。 

 インターネットの普及とＩＣＴの進化により、大容量かつ多様なデータであるビッ

グデータの活用が企業等で進んでいます。 

 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が平成 27（2015）年に開始され、

複数の機関に存在する個人の情報について連携が可能となります。 

 個人番号カードは希望する者に発行され、身分証明や自治体独自のサービスに利用

されます。 

 

■課 題 

 さまざまな手続のオンライン化やＩＣＴの活用等により、市民生活の利便性の向上

を図ることが必要です。 

 国のオープンデータ戦略を踏まえた施策を進めるとともに、ビッグデータなどの各

種データを活用し、行政課題に取り組むことが必要です。 

 ＳＮＳ等を活用した市民と市における双方向のコミュニケーションの充実が必要

です。 

 情報機器等に関する経費の縮小や情報システムの効率化を図る必要があります。 

 サイバー攻撃や不正アクセス等から、市が保有する情報資産を防御するための対策

が必要です。 
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単位施策 

１ ＩＣＴ利活用による利便性の向上（広報室、政策企画課、情報統計課、市民課） 

①さまざまな手続について、インターネットを利用したオンライン化を推進します。

また、コンビニエンスストアにおける証明書等の交付を推進します。 

②ホームページの充実と迅速な情報提供に努めます。また、ＳＮＳ等の媒体を情報発

信やシティセールスに活用します。 

③国のオープンデータ戦略等を踏まえ、ニーズが高い情報を抽出し、積極的にオープ

ンデータ化を推進します。 

④ビッグデータなどの各種データの収集、分析、活用を通じ、さまざまな課題の解決

や利便性の向上を図ります。 

⑤マイナンバー制度の導入により、市民サービスの向上や事務の効率化を図ります。 

 

２ 情報通信基盤の適正化（情報統計課） 

①情報通信基盤の整備や再構築、情報システムやネットワークの効率化を推進すると

ともに、情報機器等の導入、保守、運用などに係る経費の縮小を図ります。 

②情報セキュリティ対策の一層の強化を推進します。 

 

指標 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

100 200 5 オープンデータ項目数 



 

10 

共
通
章 

つながりによるまちづくりと持続可能な行財政運営の推進【共通】 共通章 

つ
な
が
り
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
と
持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
の
推
進
【
共
通
】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※埼玉県川越都市圏まちづくり協議会 

通勤・通学や商圏など一体的な日常生活圏を形成している地域であることを踏まえ、相互に連携を図り、幅広い交流を通じて魅力
ある地域づくりを進めている任意の協議会。川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町の４市３町で構成。 

※中核市 

地方自治法に基づく、人口２０万人以上を要件とする地域の中核的都市機能を備えた都市のこと。指定を受けると，保健衛生や都
市計画など政令指定都市並みの権限が都道府県より委譲される。平成２７年４月１日現在４５市。 

※業務核都市 

東京都区部に産業や人口が極端に集中することを防ぐため、業務や教養文化、レクリエーションなどの都市機能を、首都圏の中核

的な都市に分散させ、首都圏全体として様々な機能を適正配置するために整備される都市。 

  

施 

策 

広域的な連携の推進 №５ 

他の自治体と連携し、効率的かつ効果的に行政施策を行うこと。 目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 川島町と川越地区消防組合を設置し、消防や救急の事務の共同処理を行っているほ

か、ふじみ野市へ教育分野の事務の委託など、地方自治法の制度を活用し、市域を

越えた連携や協力の取組を行っています。 

 多くの自治体と災害時における相互応援協定を締結しているほか、さまざまな分野

で協議会等を設置し、市民サービスの向上に努めています。 

 川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町の７市町で構成す

る埼玉県川越都市圏まちづくり協議会（レインボー協議会）で、交流事業などを実

施しています。 

 中核市市長会や業務核都市首長会議を通じて、関係自治体と連携し、国等の関係機

関に対して施策の提言や要請などを実施しています。 

 広域的な連携制度の再構築の取組として、平成 30（2018）年度から、都道府県

による国民健康保険の運営が実施されます。 

 

■課 題 

 広域的な連携により、地域資源の強みと弱みを相互に補完することなど、近隣、遠

隔地を問わず、効果的な自治体間連携を検討する必要があります。 

 レインボー協議会の構成市町と、互いの行政区域を越える共通課題の解決に取り組

む必要があります。 

 多様化する市民ニーズへの対応や市民サービスの向上の視点から、市域を超えた広

域的な連携の取組と、必要となる権限の移譲や財源の確保について、一体的に検討

を進める必要があります。 

 県南西部地域の中核都市として、市や周辺自治体の発展につながる取組を積極的に

推進する必要があります。 
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単位施策 

１ 関係自治体との連携の推進（政策企画課） 

①近隣や遠隔地の自治体との交流を進め、さまざまな分野での相互連携を図り、効率

的で効果的な広域連携を推進します。 

②国や県等の動向を注視しつつ、新たな広域的な連携について調査や研究を進めま

す。 

③国等の政策や事業に関して積極的に情報を収集し、広域的な課題の解決を図りま

す。 

 

２ レインボー協議会の各種事業の推進（政策企画課） 

①「埼玉県川越都市圏まちづくり基本構想・基本計画（レインボープラン）」に基づ

き、公共施設の相互利用など広域的に対応することが望ましい事業の更なる拡大や

充実を図るなど、レインボー協議会の各種事業を積極的に推進します。 

②圏域をリードする中心的な役割を果たし、圏域市町の相互発展を目指します。 

③市民に対して、協議会の活動を多様な媒体を活用し情報を発信します。 

 

３ 中核市及び業務核都市間の連携（政策企画課） 

①他の中核市及び業務核都市との連携を一層深め、国等の関係機関に対して提言や要

請などを行うとともに、中核都市としての役割に見合った権限の移譲や財源の確保

を図ります。 

 

指標 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

34 29 24 
他の自治体と連携している事務事業の数（件） 

 

埼玉県川越都市圏まちづくり協議会 市町位置図 
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施 

策 

時勢に応じた施策の推進 №６ 

時勢に応じて市の活性化に取り組むことと、市の魅力を効果的に発信す

ること。 
目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 2020（平成 32）年に年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され

ます。市内ではオリンピックのゴルフ競技が開催される予定です。 

 平成 34（2022）年には、市制施行 100 周年の大きな節目を迎えます。 

 首都圏中央連絡自動車道の整備等により、交通の利便性が向上します。 

 

■課 題 

 東京オリンピックのゴルフ競技を円滑に運営し、開催都市としての責務を果たす必

要があります。 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、来街者が安心して円滑に移動で

きるよう、移動手段の多様化を検討する必要があります。 

 オリンピックレガシーなど東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う好影響

を、観光、国際交流、スポーツ、文化芸術、教育など、あらゆる分野へ波及する取

組が必要です。 

 「川越市シティセールス基本方針」に基づき、市内外にまちの魅力や特性を積極的

に売り込み、選ばれるまちとなることが必要です。 

 市民や関係団体など多様な主体と連携した、継続的かつ長期的な取組が必要です。 
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単位施策 

１ 東京オリンピックのゴルフ競技の円滑な運営（オリンピック大会準備室） 

①セキュリティ、医療サービス、会場への輸送等について、東京都や大会組織委員会

などとの調整や必要な準備を進めます。 

②国、県及び周辺自治体に対して、輸送ルートの必要な整備を働きかけます。また、

関係機関をはじめ鉄道事業者やバス事業者等と、選手、大会関係者、観客、会場ス

タッフが安全かつ確実に移動できるよう調整を図ります。 

 

２ 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした地域の活性化  

①国内外に向けて、本市の魅力を効果的にＰＲします。 

②市内の関係団体からなる支援委員会における検討などに加え、市民の協力を得なが

ら、全市をあげて地域の活性化に取り組みます。 

 

３ シティセールスの推進（広報室、政策企画課） 

①本市が情報を発信する際には、明確なターゲットを設定し、多様な媒体を用いてタ

ーゲットごとに最適な方法で継続的かつ効果的に行います。また、分散した情報に

ついては、集約し一体的に発信します。 

②本市が有する歴史的・文化的遺産、優れた地域特性、産品などの地域資源を発掘す

るとともに、それらを組み合わせることによる新たな魅力を創出します。 

③各種イベントなどの事業の実施に当たり、市民をはじめとした各主体と連携を図る

とともに、市への愛着が高まるような、各主体が主役となって活動できるしくみづ

くりを推進します。 

④市制施行 100 周年の節目に向けて、本市の魅力のＰＲ等に効果的な取組を検討し

ます。 

⑤首都圏中央連絡自動車道の整備等による利便性の向上をＰＲし、交流人口の増加を

図ります。 

⑥市内の関係団体等と連携し、さまざまな会議や展示会、イベントなどの誘致を図り

ます。 
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※合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当する。  

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 国の人口は、すでに減少局面に入っており、平成 38（2026）年に 1 億 2,000

万人を下回り、平成 60（2048）年には１億人を下回ると推計されています。 

 平成 27（2015）年の川越市の年齢３区分（年少人口、生産年齢人口、高齢者人

口）別人口構成は、年少人口（15 歳未満の人口）の構成比は 13.0％ですが、今

後少子化が進み、中でも 0～5歳の就学前児童の著しい減少が予想されています。 

 平成 22（2010）年に国立社会保障・人口問題研究所が実施した出生動向基本調

査によると、独身男女の約９割が結婚の意思を持ち、希望する子どもの数も 2 人以

上を希望していますが、平成 25（2013）年の合計特殊出生率は 1.43 人となっ

ています。 

 全国的に未婚化・非婚化が進み、25 歳～39 歳の未婚率の上昇が続いています。

また、生涯未婚率も男女ともに上昇しています。 

 平成 26（2014）年に人口減少克服と地方創生を実現するため、「まち・ひと・し

ごと創生法」が施行され、国は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を定めました。

また、川越市では同法に基づく「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成

27（2015）年度に定めています。 

 

■課 題 

 社会や経済、地域の持続可能性を基盤から揺るがすおそれがある、急速な少子化が

全国的に課題となっており、そのための具体的な取組が求められています。 

 結婚、出産、子育てについての希望と現実のかい離を解消するよう、総合的な施策

を推進する必要があります。 

施 

策 

少子化対策の推進 №７ 

少子化の傾向に歯止めをかけること。 目的 

2,923 2,877 2,873 2,976 2,760 2,407 2,240 

5,871 6,031 6,109 6,071 6,052 
5,106 4,661 

8,895 9,069 9,239 9,286 9,270 
8,367 

7,329 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成32年 平成37年

０歳 １・２歳 ３～５歳

（人）

就学前児童人口の推移 

出典：川越市 
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単位施策 

１ 総合的な少子化対策の推進（政策企画課） 

①結婚、妊娠・出産、子育てに温かい地域社会を目指す取組を推進します。 

 

２ 結婚に対する取組支援（政策企画課） 

①若者がパートナーに出会い、家庭を築けるよう、結婚の支援を行います。 

 

３ 母子保健・小児医療等の充実（こども政策課、健康づくり支援課） 

①関係機関との連携を強化し、健康診査、健康相談、健康教室等を充実させるととも

に、妊娠、出産、育児期にわたる母子保健の充実を図ります。 

②小児医療にかかる事業や助成制度の充実を図ります。 

③妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談や支援を包括的に行い、切れ目なく支援

する取組を推進します。 

 

４ 多子世帯への支援（こども政策課、こども安全課、保育課） 

①多子世帯や多胎児を出産する家庭を支援する取組を進めます。 

②幼稚園、保育所等に入所する第三子以降の保育料を助成し、多子世帯における経済

的負担の軽減を図ります。 

 

５ 若者や女性のしごと支援（雇用支援課） 

①若者の職業的自立に必要な能力を育むよう、職業教育等の充実を図ります。 

②子育て等により離職した女性に対して再就職の支援を行います。 

2,407 以上 2,240 以上 2,824 出生数（人） 

指標 

98 97 

４か月児 94.0 

乳幼児健診受診率（％） １歳６か月児 96.4 

３ 歳 児 93.4 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 
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児童福祉の推進 №８ 

安心して子育てができ、子どもが地域で健やかに成長できること。 目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 国のひとり親家庭への支援について、父子家庭への支援の拡大など支援が強化され

ました。 

 子どもの貧困対策を総合的に推進するため、国は「子供の貧困対策に関する大綱」

を定めました。 

 全国の児童相談所での児童虐待相談は年々増加しており、平成 25（2013）年度

には過去最高の相談件数となっています。本市では児童虐待に関する相談に対応す

るため、児童虐待防止ＳＯＳセンターを開設しています。 

 子育て支援センターを中心に、つどいの広場等を展開し、地域における子育て支援

に取り組んでいます。 

 保護者等からの相談に応じるため、児童福祉に関する専門的な知識を有する家庭児

童相談員を配置しています。 

 

■課 題 

 子育て支援センターを中心として、各地域の特性や地域の力を生かした支援体制の

整備を図るとともに、利用者支援を充実させる取組が必要です。 

 育児の悩みを解消し、地域の中で、子育ての支え合いを推進する取組が必要です。 

 児童虐待やひとり親家庭など支援を要する子どもや障害のある子ども、その家庭に

対する支援が必要です。 

単位施策 

１ 子育て支援の推進（こども政策課） 

①子育て支援を総合的、計画的に推進します。また、子育て中の家庭が必要な情報を

容易に入手できるよう、情報提供の充実を図ります。 

 

２ 子育て家庭への支援体制の充実（こども育成課） 

①育児の悩みを解消し、子育ての喜びを実感することができるよう、親同士の交流の

機会の充実を図ります。 

②育児援助を行いたい人と受けたい人を会員として組織し、地域における会員同士の

育児に関する相互援助活動を支援します。 

③教育、保育施設や地域の子育て支援事業等の利用に関する情報提供や連絡調整の充

実を図ります。 
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※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

夫婦、恋人など親密な関係にある男女の間に起こる身体的、精神的、性的、経済的暴力のこと。 

  

３ 地域の支援体制の充実（こども育成課） 

①子育て中の親子の交流の場を提供し、子育てについての相談や情報の提供等の支援

を行います。 

②地域の子育てに関するネットワークづくりや子育てサークル等への支援の充実を

図ります。 

 

４ 養育環境に配慮した取組の推進（こども安全課） 

①子どもに対する虐待を未然に防ぐとともに、虐待の早期発見や被虐待児童を保護す

る体制を整備し、虐待防止対策の充実に努めます。 

②養育に不安を抱える家庭に対し、相談や養育に関する支援の充実に努めます。 

③ひとり親家庭が自立して生活できるよう、相談体制の充実を図るとともに、日常生

活支援や経済的な支援を推進します。 

④子どもの貧困対策を総合的に推進します。 

⑤経済的な困窮やＤＶ避難などにより、保護が必要な親子に対する体制を整えるとと

もに、自立のための生活支援を行います。 

 

５ 障害児施策の充実（障害者福祉課、保育課） 

①障害のある子どもや、さまざまな支援を必要としている子どもとその家族が地域で

安心して生活できるよう、障害児施策の充実に努めます。 

②あけぼの・ひかり児童園の移転建替え事業を推進します。 

 

100 100 － 
「川越市子ども・子育て支援事業計画」にお
ける中心的事業の目標達成状況（％） 

指標 

300 350 247 
ファミリーサポートセンター依頼会員実利用
者数（平成 26 年度から緊急サポートセンタ
ー利用会員を含む）（人） 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

25 25 18 子育て支援拠点の設置数（箇所） 
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幼児期の教育・保育と学童保育の充実 №９ 

仕事をする親を支援するとともに、安心して子どもを育てることができ

る環境をつくること。 
目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供することなどを目的とした、子ども・

子育て支援新制度が平成 27（2015）年度から始まりました。 

 平成 27（2015）年 4月現在、市内には、市立保育所が 20 園（定員 1,830 人）、

民間保育所が 26 園（定員 1,946人）、小規模保育施設が 10 施設（定員 174 人）、

私立幼稚園が 32 園（定員 7,365人）あります。 

 保育所等に入所する児童は平成 21（2009）年度から、年々増加しています。ま

た、平成 27（2015）年 4 月の待機児童数は 74人になりました。 

 市立小学校全 32 校で学童保育室を運営し、児童の放課後等の安全・安心の確保を

図っています。 

 

■課 題 

 子ども・子育て支援新制度に対応した幼児期の教育・保育の支援を行う必要があり

ます。 

 保育の量の拡大が望まれる中、今後は就学前児童の急激な減少が見込まれ、保育の

量は適切なマネジメントが必要です。 

 学童保育について、保護者の就労形態の多様化に柔軟に対応するなど、利用者のニ

ーズに応じた運営や、一部施設の狭あい化への対応が必要です。 

保育園等利用児童数・待機児童数の推移 

※各年 4月 1日現在の数字 

※保育園利用児童数は、市外への委託児童は含み、市外からの受託児童は除く 

保育園等 

利用児童数(人) 待機児童数(人) 

出典：川越市 
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単位施策 

１ 幼児教育の支援（こども政策課） 

①子ども・子育て支援新制度に対応する幼稚園または認定こども園への移行を支援す

るとともに、多子世帯やひとり親世帯等に配慮した利用者負担額を設定するなど、

教育環境の充実を図ります。 

②子ども・子育て支援新制度に対応していない幼稚園について、国の基準に基づいて

幼稚園就園奨励費の補助を行います。 

 

２ 保育の充実（こども育成課、保育課） 

①通常保育、延長保育等の拡充に努めるとともに、保育の量の拡大や質の向上により、

子育てしやすい環境づくりを図ります。 

②入所児童に対して快適な保育環境を提供するとともに、保育ニーズに応じた市立保

育園の建物や設備の改修を行います。 

③病気により自宅での保育が困難な児童を、一時的に預かることにより、就労等をし

ている保護者の負担軽減を図ります。 

 

３ 学童保育の充実（こども育成課、教育財務課） 

①就労等により保護者が常時留守になっている児童の放課後等の安全・安心を確保

し、健全な育成を図ります。 

②学童保育室の整備、改修等を行い、保育環境の改善を図ります。 

③社会状況の変化や保護者の就労形態の多様化等に対応した、放課後及び休日等の子

どもの居場所の確保を図ります。 

 

指標 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

0 － 74 
（H27） 

保育園待機児童数（人） 

5 7 ― 認定こども園の数（園） 
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青少年健全育成の推進 №１０ 

社会性を身に付けた自立した青少年を育てること。 目的 

施策を取り巻く状況 

■現 状 

 急速な少子化の進行や就業形態の多様化、情報化社会の進展等、青少年を取り巻く

環境は変化しています。 

 インターネット環境の充実により、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある違

法かつ有害な情報の氾濫が懸念されています。 

 いじめや社会への不適応などの原因により、不登校やひきこもりの若者が見られま

す。 

 少年補導員による街頭補導活動のほか、青少年相談などを通じて、非行の未然防止

等に取り組んでいます。 

 児童センターこどもの城、川越駅東口児童館、高階児童館の３箇所の児童館におい

て、平成 26（2014）年度は 159,773 人の利用者がいました。 

 自治会と市の協同管理のもと、平成 26（2014）年度において 150 箇所の児童

遊園を設置しています。 

 

■課 題 

 青少年が豊かな社会性を身に付け、社会や地域の一員として成長していくことを促

進する取組が必要です。 

 青少年の悩みやいじめなどの解消を図る取組や、非行の防止や低年齢化に対応する

取組が必要です。 

 子どもの遊び場や、青少年の健全な育成に資するような居場所や活動場所の充実が

必要です。 

1,400 1,340

3,397

2,476
2,639

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（人）
青少年の社会参加人数の推移 

※青少年の社会参加人数は、青少年団体連絡協議会に加盟する団体によるボランティア等活動参加人数 

出典：川越市 
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単位施策 

１ 社会参加の促進（こども育成課） 

①青少年のボランティア活動等への参加の支援や青少年団体の育成に努め、自主的に

活動する意欲の向上を図ります。 

②子どもたちが心豊かに成長できるように、さまざまな体験活動や交流を促進しま

す。 

③青少年を育てる市民会議等の関係機関と連携し、人材育成事業や地域活動の活性化

を図ります。 

 

２ 命を尊ぶ意識の醸成（こども育成課） 

①中学生等を対象に、子育て体験を実施し、乳幼児とのふれあいの機会を提供するな

どにより、命の大切さを学ぶ取組を実施します。 

 

３ 非行防止活動の推進及び青少年相談の普及（こども育成課） 

①少年補導員による街頭補導等を通じて、非行防止活動を推進します。 

②青少年相談を実施し、青少年の不安や心配ごとに対応します。 

 

４ 青少年施設の充実（こども育成課） 

①地域におけるニーズの把握や、地域を通じた PR 等を実施し、幼児及び児童がより

安全かつ楽しく利用できる児童遊園づくりを図ります。 

②児童館では、ボランティアや市民団体等と連携し、世代間交流を図りつつ豊かな感

性や情緒を育む事業を展開します。 

 

指標 

実績値 
（Ｈ26） 

指  標 
Ｈ32 Ｈ37 

目標値 

60 70 52 青少年団体における活動事業回数（回） 


